
【協議事項 ２】 

生活交通確保維持改善計画（地域内フィーダー系統確保維持計画）について 

 
市内循環バスの運行に当たっては、国庫補助金の「地域公共交通確保維持改善事業費補助

金」を活用しています。 

当該補助金は「地域特性や実情に応じた最適な生活交通ネットワークを確保・維持するた

め、幹線バス等の地域間交通ネットワークと密接な地域内のバス交通・デマンド交通の運行

について支援」するもので、市内循環バスの各コースが補助対象地域間幹線系統「五霞町役

場～幸手駅線」と接続をするフィーダー系統であることから、市内循環バスが補助対象とな

っています。 

 当該補助金の交付を受けようとする場合は、本公共交通会議において市内循環バス路線の

役割や目標設定等を内容とする「生活交通確保維持改善計画」を定め、国から計画の認定を

受ける必要があることから協議をお願いするものです。 

 

 

 

                                          

参考：過去の補助活用実績（平成 27 年 10 月～令和 3 年 12 月はデマンド交通の運行に係る

補助で、令和 4年 1月から市内循環バスの運行に係る補助を受けています。） 

 

 

 

 

 

 

 

年度 補助対象期間 補助金額 

H28 平成 27 年 10 月～平成 28 年 9 月 2,227,000 円 

H29 平成 28 年 10 月～平成 29 年 9 月 4,252,000 円 

H30 平成 29 年 10 月～平成 30 年 9 月 3,844,000 円 

R1 平成 30 年 10 月～令和元年 9月 4,955,000 円 

R2 令和元年 10 月～令和 2年 9月 3,868,000 円 

R3 令和 2年 10 月～令和 3年 9月 4,529,000 円 

R4 令和 3年 10 月～令和 4年 9月 3,502,000 円 
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生活交通確保維持改善計画（地域内フィーダー系統確保維持計画を含む）（案） 

 

令和５年６月１６日 

 

          （名称）幸手市地域公共交通会議          
  

生活交通確保維持改善計画の名称 

 

幸手市地域内フィーダー系統確保維持計画 

 

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

  

幸手市は、国道４号線を中心に市街地が発達し、病院や商業施設も国道４号線沿いに集

中している。一方で居住地や公共施設は郊外にも拡散している。 

市の公共交通としては鉄道、路線バス、タクシーが挙げられ、路線バスについては、東

武日光線幸手駅をはじめ、鉄道駅へと接続する路線が市内・市外を通り放射状に延びてい

る。 

このような状況の中で、市では平成２７年１０月から市内全域を運行区域とする予約制

乗合運行のデマンド交通（区域運行型）を運行し、市民の日常生活を支える交通手段を確

保してきたが、東西へと大きく広がる地勢であり、１便を１時間と設定していることから

乗合率の向上が難しく、また、利用登録者数が４，０００人を超える中、予約が取れない

などの声も多く、市民の移動ニーズに対して十分に応えられない状況があった。また、よ

り多くの利用者が利用したい時に利用できるよう、車両を増やす必要があったが、事業費

が膨らむ一方で、大きな改善を期待することは難しい状況であった。 

このため、市で運行する公共交通の利便性及び効率性を高めるための見直しを実施し、

デマンド交通から、予約なしで利用ができ、多くの利用者に対応出来る定時定路線型の市

内循環バスに令和４年１月から移行した。市内循環バスの運行に当たっては、補助対象地

域間幹線系統（朝日自動車五霞町役場～幸手駅線）との接続を確保し、利用者のための停

留所相互の案内等、乗継円滑化のための特段の措置を行うことで、市内の公共交通の利便

性向上を図る。   

また、市内循環バスでは、デマンド交通利用者の主な目的地であった、中心市街地に点

在している日常生活に必要な病院、商業施設、公共施設等を循環する路線を中心とし、東

西地域からのアクセスも可能とした５系統を運行することで、増加する高齢者を中心とし

たより多くの市民の日常生活を支える交通手段を確保する。 

 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

 

① 年間利用者数  

  令和６年度（令和５年１０月～令和６年９月）   ２６，１０６人 

  令和７年度（令和６年１０月～令和７年９月）   ２６，６９２人 

  令和８年度（令和７年１０月～令和８年９月）   ２７，０９２人 

 

② 利用者 1 人当たりの市負担額（※国庫補助金の収入は含まない） 

  令和６年度（令和５年１０月～令和６年９月）    １，５７７．４円 

  令和７年度（令和６年１０月～令和７年９月）    １，５３９．５円 

  令和８年度（令和７年１０月～令和８年９月）    １，５１４．６円 
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（２）事業の効果 

 

市内循環バス路線を維持することにより、高齢者を中心とした市民の日常生活に必要不

可欠な移動手段が確保される。また、鉄道及び既存路線バスと市内循環バスのネットワー

クが連携することで、効率的な公共交通の運行体系が実現できる。 

 

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

  

・市民への周知・啓発のために市内循環バスリーフレットの市内公共施設等での継続した

配布、地域の集まりへの出張説明、市広報紙への記事掲載等を実施し、利用促進を図る。（幸

手市） 

 

・市内循環バスの利用者が各種割引やポイント優遇、優待特典、待合スペースの利用など

様々なサービスが受けられる「循環バス利用者優待制度（ハピノリ応援ショップ制度）」の

周知、登録店舗の拡充を推進し、循環バスの利便性の向上及び利用促進を図る。（幸手市） 

 

・コース間の乗り換えや路線バス相互の乗り換え方法の周知のため、希望する方へのマイ

時刻表の作成やバス検索サイトにおける乗換情報検索環境の提供等、乗り換えに関する情

報提供及び案内を積極的に行い、快適で効率的な利用を提供し、継続的な利用の定着を図

る。（幸手市・事業者） 

 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運行予定者 

 

別添の表１のとおり。 

 

 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の負担者 

  

幸手市から運行事業者への委託料については、運賃収入及び国庫補助金を運行経費から

差し引いた差額分を負担することとしている。 

 

６．補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称 

  

中田商会株式会社 

 

７．補助を受けようとする手続きに係る利用状況等の継続的な測定方法 

 【活性化法法定協議会を補助対象事業者とする場合のみ】 

※該当なし 

 

８．別表１の補助対象事業の基準二ただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

※該当なし 
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９．別表１の補助対象事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

 

※該当なし 

 

10．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期 

及びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

 

 

※該当なし 

 

 

11．外客来訪促進計画との整合性 

【外客来訪促進計画が策定されている場合のみ】 

  

 

 ※該当なし 

 

 

12．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

 

 

別添の表５のとおり。 

 

 

13．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

  

 

 ※該当なし 

 

 

14．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

 

  

※該当なし 
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（２）事業の効果 

  

 

 ※該当なし 

 

 

15．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する

費用の負担者【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補

助金を受けようとする場合のみ】 

 

  

 ※該当なし 

 

  

16．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 

※該当なし 

 

 

17．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

18．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

  

 
※該当なし 

 

 

（２）事業の効果 

 

 

※該当なし 

 

 

19．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 

※該当なし 
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20．協議会の開催状況と主な議論 

令和 2 年度 

第 1 回 令和 2年 7 月 16 日 

(1) 市内公共交通利用者アンケート結果について報告 

(2) 令和 3 年度地域内フィーダー系統確保維持計画について協議・承認 

 

第 2 回 令和 2年 12 月 23 日   

(1) 市内循環バス導入について協議、運行素案について承認 

 

第 3 回 令和 3年 3 月 25 日  

(1) 市内循環バス運賃について協議・承認 

(2) 市内循環バス運行事業者の選定方法について報告 

 

 

令和 3 年度 

第 1 回 令和 3年 6 月 25 日  

 (1) 市内循環バス運行管理業務受託事業者について報告 

(2) 令和 4 年度地域内フィーダー系統確保維持計画について協議・承認 

 

第 2 回 令和 3年 8 月 27 日   

(1) 市内循環バス事業・運行計画について協議・承認 

（2）市内循環バス車両の移動円滑化基準適用除外申請について協議・承認 

 

第 3 回 令和 3年 10 月 8 日協議書送付（書面協議） 

(1) 市内循環バスの割引運賃対象者の追加について協議・承認 

 

 

令和 4 年度 

第 1 回 令和 4年 6 月 23 日 

(1) 市内循環バス運行状況について報告 

(2) 令和 5 年度地域内フィーダー系統確保維持計画について協議・承認 

 

第 2 回 令和 4年 9 月 26 日 

(1) 市内循環バス利用促進事業について報告 

 

第 3 回 令和 5年 1 月 19 日 

(1) 市内循環バス運行状況について報告 

(2) 令和 4 年度地域公共交通確保維持改善事業・事業評価について協議・承認 

(3) 幸手市市内循環バス・杉戸町町内巡回バスの相互乗り換えについて協議・承認 

 

 

令和 5 年度 

第 1 回 令和 5年 6 月 16 日 

(1) 市内循環バス運行状況について報告 

(2) 令和 6 年度地域内フィーダー系統確保維持計画について協議 

(3) 市内循環バス事業・運行計画（変更）（案）について協議 
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21．利用者等の意見の反映状況 

 

（１）市内循環バス運行開始前 

市が発行している広報紙の令和２年３月号にアンケート用紙を折り込み、令和２年３月 

１日から３月３１日までの１か月間、紙ベースと電子申請を利用したインターネットによ

る２種類の回答方法で市民を対象とした「市内公共交通利用者アンケート」を実施した。 

 アンケート結果のうち「今後幸手市内で運行を希望する市が運営する公共交通」の項目

で、デマンド交通を希望する方が１１．９％にとどまった一方で、循環バスを希望する方

が７３．８％と多く、市内循環バスの導入について庁内で協議を進めることとなった。 

 その後、幸手市地域公共交通会議において市内循環バスの導入について協議及び合意が

得られたため、本計画のとおり令和４年１月から市内循環バスの運行を開始した。 

 

（２）市内循環バス運行開始後 

 令和４年４月から市内循環バス利用者を対象に車内アンケートを開始した。 

 車内にアンケート用紙を設置し、車内又は市役所の回収ボックス、FAX により回収を行っ

ている。今後の市内循環バス運行の参考とするため、継続して実施し、意見集約を図って

いく。 

  また、地域公共交通計画策定に向けて令和５年１月からは運転免許返納者に対する移動

手段等についてのアンケート、令和５年２月に公共交通に関する市民アンケート、令和５

年４月には公共交通に関する民生委員・児童委員アンケートを実施し、公共交通に対する

市民ニーズの把握に努めている。  
 

22．協議会メンバーの構成員 

幸手市長又はその指名す

るもの 
幸手市総合政策部長 

一般乗合旅客自動車運送

事業者の代表 
朝日自動車㈱ 

一般貸切（乗用）旅客自

動車運送事業者の代表 
中田商会㈱、㈱東埼玉観光バス、幸手タクシー㈲、㈲共和タクシー 

鉄道事業者の代表 東武鉄道㈱ 

一般社団法人埼玉県バス

協会の代表 
一般社団法人埼玉県バス協会  

一般社団法人埼玉県乗用

自動車協会の代表 
一般社団法人埼玉県乗用自動車協会 

住民又は利用者の代表 幸手市区長会 

埼玉運輸支局長又はその

指名する者 
国土交通省関東運輸局埼玉運輸支局  

一般旅客自動車運送事業

者の事業用自動車の運転

手が組織する団体の代表 

朝日自動車労働組合  

道路管理者又はその指名

する者 
埼玉県杉戸県土整備事務所  

幸手警察署長又はその指

名する者 
幸手警察署  

その他市長が必要と認め

る者 

埼玉県企画財政部交通政策課、五霞町生活安全課 

幸手市総務部長、健康福祉部長、建設経済部長、教育部長、 

事務局 幸手市市民生活部市民協働課 
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【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）埼玉県幸手市東４丁目６番８号   

（所 属）幸手市市民生活部市民協働課    

（氏 名）小林 昂司            

（電 話）0480-43-1111 内線 173          

（e-mail）kyoudou@city.satte.lg.jp        
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往

又
は

復
の

ど
ち

ら
か

の
欄

に
キ

ロ
程

を
記

載
し

、
も

う
片

方
の

欄
に

「
循

環
」
と

記
載

す
る

こ
と

。

４
．

「
利

便
増

進
特

例
措

置
」
及

び
「
運

送
継

続
特

例
措

置
」
に

つ
い

て
は

、
利

便
増

進
計

画
又

は
運

送
継

続
計

画
の

認
定

を
受

け
、

地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

系
統

に
係

る
特

例
措

置
の

適
用

（
別

表
９

又
は

別
表

１
０

）
を

受
け

て
補

助
対

象
と

な
る

場
合

の
み

「
○

」
を

記
載

す
る

こ
と

。

５
．

「
運

行
態

様
の

別
」
に

つ
い

て
は

、
路

線
定

期
運

行
、

路
線

不
定

期
運

行
、

区
域

運
行

、
乗

用
タ

ク
シ

ー
に

よ
る

運
行

の
別

を
記

載
す

る
こ

と
。

６
．

「
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

等
と

接
続

の
確

保
」
に

つ
い

て
は

、
地

域
内

フ
ィ

ー
ダ

ー
系

統
が

接
続

す
る

補
助

対
象

地
域

間
幹

線
系

統
又

は
地

域
間

交
通

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

と
ど

の
よ

う
に

接
続

を
確

保
す

る
か

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

。

７
．

乗
用

タ
ク

シ
ー

に
よ

る
運

行
の

場
合

は
、

「
運

行
系

統
名

」
「
利

便
増

進
特

例
措

置
」
に

つ
い

て
記

載
を

要
し

な
い

。

８
．

本
表

に
記

載
す

る
運

行
予

定
系

統
を

示
し

た
地

図
及

び
運

行
ダ

イ
ヤ

を
添

付
す

る
こ

と
。

乗
用

タ
ク

シ
ー

に
よ

る
運

行
の

場
合

は
、

営
業

区
域

を
示

し
た

地
図

を
添

付
す

る
こ

と
。

③

（
循

環
）

1
7
　

ｋ
ｍ

幸
手

市
役

所
で

補
助

対
象

地
域

間
幹

線
系

統
朝

日
自

動
車

五
霞

町
役

場
～

幸
手

駅
線

と
接

続

③

1
,1

7
2
回

路
線

定
期

運
行

①
③

幸
手

市
役

所
、

桜
堤

入
口

、
北

三
丁

目
集

会
所

前
、

幸
手

駅
西

口
バ

ス
停

で
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

朝
日

自
動

車
五

霞
町

役
場

～
幸

手
駅

線
と

接
続

2
9
3
 日

幸
手

市
役

所
、

幸
手

駅
西

口
バ

ス
停

で
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

朝
日

自
動

車
五

霞
町

役
場

～
幸

手
駅

線
と

接
続

2
9
3
 日

1
,1

7
2
回

路
線

定
期

運
行

①

2
9
3
 日

1
,1

7
2
回

（
循

環
）

1
2
.4

　
ｋ

ｍ

路
線

定
期

運
行

①

幸
手

市

幸
手

市
役

所
(5

)
西

Ｂ
コ

ー
ス

幸
手

市
役

所
南

公
民

館

(2
)

東
Ａ

コ
ー

ス
保

健
福

祉
総

合
セ

ン
タ

ー

(4
)

西
Ａ

コ
ー

ス

市
区

町
村

名
運

送
予

定
者

名
運

行
系

統
名

等
（
申

請
番

号
）

系
統

キ
ロ

程

中
田

商
会

㈱

幸
手

市
役

所
2
9
3
 日

1
,1

7
2
回

2
0
.6

 ｋ
ｍ

（
循

環
）

1
6
.8

　
ｋ

ｍ

(1
)

中
央

コ
ー

ス

幸
手

市
役

所

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

幸
手

市
役

所

③

東
公

民
館

運 送 継 続 特 例 措 置

運
行

系
統

地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

系
統

の
基

準
適

合
（
別

表
７

・
別

表
９

・
別

表
１

０
）

計
画

運
行

日
数

計
画

運
行

回
数

利 便 増 進 特 例 措 置

①

幸
手

市
役

所
、

埼
玉

り
そ

な
銀

行
前

、
幸

手
駅

東
口

バ
ス

停
で

補
助

対
象

地
域

間
幹

線
系

統
朝

日
自

動
車

五
霞

町
役

場
～

幸
手

駅
線

と
接

続

③
①

幸
手

市
役

所
で

補
助

対
象

地
域

間
幹

線
系

統
朝

日
自

動
車

五
霞

町
役

場
～

幸
手

駅
線

と
接

続

東
公

民
館

保
健

福
祉

総
合

セ
ン

タ
ー

路
線

定
期

運
行

幸
手

市
役

所
東

埼
玉

総
合

病
院

幸
手

市
役

所

（
循

環
）

1
1
.6

　
ｋ

ｍ

（
循

環
）

2
9
3
 日

2
,3

4
4
回

路
線

定
期

運
行

(3
)

東
Ｂ

コ
ー

ス
幸

手
市

役
所
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表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域等の内訳

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

６．

（２）添付書類
１． 「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。

（ただし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可）

「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以
下、「交付要綱」という。）の別表７（ハ②（１））に記載のある過疎地域の人口、交付要
綱別表７（ハ②（２）（実施要領の２．（１）⑪））に基づき地方運輸局長等が指定する交通
不便地域の人口及び交付要綱別表７リに基づき地方運輸局長等が認める地域の合計
（重複する場合を除く）を記載すること。

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表７（ハ②（１））に掲げる法律
（根拠法）に基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名
等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する場
合には、該当する区域名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方運
輸局長等が認めた場合は、「局長指定（乗用）」と記載すること。

「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、特例を適用する場合に記載すること。

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する
交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を基に
記載すること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。

　地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画の策定
年月日及び特例適用開始年度

計画名 策定年月日 特例適用開始年度

交通不便地域等

人　口 対象地区 根拠法

市区町村名 幸手市

人　口

人口集中地区以外 24,205
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生活交通確保維持改善計画（地域内フィーダー系統確保維持計画） 

参考資料 

 

資料 4-2 
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目標値設定根拠①（年間利用者数）                   

 

市で平成 27 年度まで運行していた循環バスの年間利用者数（平成 26 年度実績値の 1 日当たりの

平均乗車人数 87.1 人）を参考に目標値を設定 

 

令和 4 年度（フィーダー計画期間：令和 4年 1月～令和 4年 9月）  

実績値 年間運行日数 220日 利用者人数実績 14,714人 １日当たりの平均乗車人数 66.8人

（※目標値 19,162 人 1 日当たりの平均乗車人数 87.1 人） 

 

令和 5 年度（フィーダー計画期間：令和 4年 10 月～令和 5年 9月）※現在、事業実施期間中 

年間運行日数 293 日 目標値 25,520 人（1日当たりの平均乗車人数 87.1 人） 

 

令和 5年 5月現在実績値（令和 4年 10 月～令和 5年 5月） 

運行日数 193 日 利用者人数 16,473 人 １日当たりの平均乗車人数 85.4 人 

※残り 4ヶ月、目標達成に向けて増加基調を維持していきたい。 

 

 

現状の進捗を受け、令和 5 年度計画時に定めた目標から考え方は変えずに、令和 6 年度以降は１

日当たりの平均乗車人数を前年度目標値から 2人増とした、年間利用者人数を目標値とする。 

 

令和 6 年度（フィーダー計画期間：令和 5年 10 月～令和 6年 9月） 年間運行日数 293 日 

令和 6年度目標利用者数 ＝  (87.1 人 + 2 人) × 293 日 ＝  26,106 人 

 

令和 7 年度（フィーダー計画期間：令和 6年 10 月～令和 7年 9月） 年間運行日数 293 日 

令和 7年度目標利用者数 ＝ （89.1 人 + 2 人）× 293 日 ＝  26,692 人 

 

令和 8 年度（フィーダー計画期間：令和 7年 10 月～令和 8年 9月） 年間運行日数 291 日 

令和 8年度目標利用者数 ＝ （91.1 人 + 2 人）× 291 日 ＝  27,092 人 

大人 小児 乳児・幼児 割引※ 杉戸 200円券 300円券
(R4)１月 23 1,242 54.0 1,100 12 7 123 81 236 172,100 3,748,066 4.6% 2,879
(R4)２月 22 1,277 58.0 1,105 6 30 136 87 235 162,100 3,748,066 4.3% 2,808
(R4)３月 26 1,841 70.8 1,616 5 35 185 94 348 249,400 3,748,066 6.7% 1,900
(R4)４月 25 1,624 65.0 1,449 3 26 146 93 299 217,100 3,748,066 5.8% 2,174
(R4)５月 23 1,523 66.2 1,382 0 19 122 78 287 209,400 3,748,066 5.6% 2,323
(R4)６月 26 1,905 73.3 1,714 4 27 160 89 376 262,700 3,748,066 7.0% 1,830
(R4)７月 25 1,828 73.1 1,628 14 23 163 104 350 246,400 3,748,066 6.6% 1,916
(R4)８月 26 1,754 67.5 1,513 18 46 177 104 314 237,100 3,748,066 6.3% 2,002
(R4)９月 24 1,720 71.7 1,499 2 25 194 92 325 240,700 3,748,066 6.4% 2,039
(R4)１０月 25 2,004 80.2 1,759 4 37 204 109 340 266,900 3,748,066 7.1% 1,737
(R4)１１月 24 2,078 86.6 1,856 9 23 190 144 427 278,900 3,748,066 7.4% 1,669
(R4)１２月 25 2,184 87.4 1,960 14 10 200 150 462 292,400 3,748,066 7.8% 1,582
(R5)１月 23 1,882 81.8 1,739 7 14 122 125 398 250,500 3,748,066 6.7% 1,858
(R5)２月 22 2,002 91.0 1,878 1 10 113 110 374 260,800 3,748,066 7.0% 1,742
(R5)３月 26 2,279 87.7 2,114 3 27 135 136 420 300,900 3,748,066 8.0% 1,513
(R5)４月 24 2,153 89.7 1,986 6 29 130 2 127 413 270,800 3,748,066 7.2% 1,615
(R5)５月 24 1,891 78.8 1,744 8 38 96 5 101 342 249,500 3,748,066 6.7% 1,850

合計 413 31,187 75.5 28,042 116 426 2,596 7 1,824 5,946 4,167,700 63,717,122 6.5% 1,909

R5

区分別利用者数(人)
年

R4

月
運行日数

(日)
利用者数
合計(人)

１日あたり
平均利用者数

(人)

利用者1人
当たりの

市負担額(円)
運賃収入(円) 運行経費

(委託料)(円)
収支率

1日乗車券購入(枚)

R4 フィーダー計画期間実績 

R５フィーダー計画期間実績 

※現在、事業期間中 
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目標値設定根拠②（利用者１人当たりの市負担額） 

 

年間利用者人数の目標と連動し、対象期間の市から事業者への運行管理業務委託料から運賃収入想

定額を差し引いた市の実質負担想定額から、利用者一人当たりの市負担目標額を設定 

 

 

令和 6 年度（フィーダー計画期間：令和 5年 10 月～令和 6年 9月） 

委託料 3,748,066 円 × 12 ヶ月 ＝ 44,976,792 円  

運賃収入想定額 3,798,400 円 

 

市の実質負担想定額 ＝ 44,976,792 円 － 3,798,400 円 ＝ 41,178,392 円 

目標利用者数 26,106 人 

 

令和 6年度 利用者 1人当たりの市負担目標額  41,178,392 円 ÷ 26,106 人 ＝ 1,577.4 円 

 

令和 7 年度（フィーダー計画期間：令和 6年 10 月～令和 7年 9月） 

委託料 3,748,066 円 × 12 ヶ月 ＝ 44,976,792 円  

運賃収入想定額 3,883,700 円 

 

市の実質負担想定額 ＝ 44,976,792 円 － 3,883,700 円 ＝ 41,093,092 円  

目標利用者数 26,692 人 

 

令和 7年度 利用者 1人当たりの市負担目標額 41,093,092 円 ÷ 26,692 人 ＝ 1,539.5 円 

 

令和 8 年度（フィーダー計画期間：令和 7年 10 月～令和 8年 9月） 

委託料 3,748,066 円 × 12 ヶ月 ＝ 44,976,792 円  

運賃収入想定額 3,941,900 円 

 

市の実質負担想定額 ＝ 44,976,792 円 － 3,941,900 円 ＝ 41,034,892 円  

目標利用者数 27,092 人 

 

令和 8年度 利用者 1人当たりの市負担目標額 41,034,892 円 ÷ 27,092 人 ＝ 1,514.6 円 

 

 

※計算式は小数点第二位を四捨五入 
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※運賃収入想定額根拠 

ここまでの利用実績から総利用者の３割が割引運賃利用者、７割が普通運賃利用者であることを想

定する。 

また、総利用者の７割が１日乗車券利用者（往復利用を想定）であることを想定し、運賃収入想定

額を算出する。 

 

令和 6年度（フィーダー計画期間：令和 5年 10 月～令和 6年 9月）運賃収入想定額 

①運賃区分 ②想定利用者数 ③運賃収入試算（①×②） 
100 円(割引) 2,350 235,000 
200 円(普通) 5,482 1,096,400 

一
日
乗
車
券

(

往
路
利
用)

200 円(割引) 2,741   548,200 
300 円(普通) 6,396 1,918,800 

一
日
乗
車
券

(

復
路
利
用) 

200 円(割引) 2,741  
300 円(普通) 6,396      

合計 26,106 3,798,400 
 

令和 7年度（フィーダー計画期間：令和 6年 10 月～令和 7年 9月）運賃収入想定額 

①運賃区分 ②想定利用者数 ③運賃収入試算（①×②） 
100 円(割引) 2,402 240,200 
200 円(普通) 5,606 1,121,200 

一
日
乗
車
券

(

往
路
利
用)

200 円(割引)   2,802.5   560,500 
300 円(普通)   6,539.5    1,961,850 

一
日
乗
車
券

(

復
路
利
用) 

200 円(割引)   2,802.5  
300 円(普通)   6,539.5       

合計 26,692 3,883,700(百円未満切捨て) 
 

令和 8年度（フィーダー計画期間：令和 7年 10 月～令和 8年 9月）運賃収入想定額 

①運賃区分 ②想定利用者数 ③運賃収入試算（①×②） 
100 円(割引) 2,438 243,800 
200 円(基本) 5,690 1,138,000 

一
日
乗
車
券

(

往
路
利
用)

200 円(割引)   2,844.5   568,900 
300 円(基本)   6,637.5 1,991,250 

一
日
乗
車
券

(

復
路
利
用) 

200 円(割引)   2,844.5  
300 円(基本)   6,637.5  

合計 27,092 3,941,900(百円未満切捨て) 
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令

和
４

年
１

０
月

３
０

日
（

日
）

 
幸

手
市

民
ま

つ
り

に
て

市
内

循
環

バ
ス

車
両

展
示

を
実

施
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7



 

8



 

9



 
10



 
11



 

12



市
内

循
環

バ
ス

運
行

日
数

・
回

数
算

出
表

（
令

和
5
年

1
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（２）東Ａコース 

●28 幸手市役所 で 
補助対象地域間幹線系統 朝日自動車 

五霞町役場〜幸手駅線と接続 

（１）中央コース 

❶幸手市役所、➍埼玉りそな銀行前、
➏幸手駅東口 で 

補助対象地域間幹線系統 朝日自動車 

五霞町役場〜幸手駅線と接続 

（３）東Ｂコース 
❶幸手市役所 で 
補助対象地域間幹線系統 朝日自動車 

五霞町役場〜幸手駅線と接続 

補助対象地域間幹線系統 
「朝日自動車 五霞町役場〜幸手駅線」 

（４）西Ａコース 
❶幸手市役所、➎桜堤入口、 

➏北三丁目集会所前、●28 幸手駅西口 で 
補助対象地域間幹線系統 朝日自動車 

五霞町役場〜幸手駅線と接続 

（５）西Ｂコース 
❶幸手市役所、⓯幸手駅西口 で 
補助対象地域間幹線系統 朝日自動車 

五霞町役場〜幸手駅線と接続 
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